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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  ポリエステル系樹脂中に非相溶樹脂を混合することで得られる空洞含有ポリエステル系
フィルムであって、前記フィルム中の非相溶樹脂であるポリスチレン系樹脂の含有量ａ（
重量％)、ポリメチルペンテン樹脂の含有量ｂ（重量％)およびポリプロピレン樹脂の含有
量ｃ（重量％)が以下の式を満足し、全光線反射率が８０％以上であり、全光線反射率（
％）を鏡面反射率（％）で除して求められる拡散反射率が２０以上であり、かつ見掛け密
度が０．９～１．４ｇ／ｃｍ３であることを特徴とする発光ダイオード素子の実装基板用
白色反射フィルム。
  ０．０１≦ａ／（ｂ＋ｃ）≦１
  ｃ／ｂ≦１
  ３≦ａ＋ｂ＋ｃ≦２０
【請求項２】
  全光線反射率（％）と拡散反射率の１／３の値を加算することにより求められる複合反
射率が１００以上であることを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオード素子の実装基
板用白色反射フィルム。
【請求項３】
  発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子の周辺基板表面に請求項１又は２
に記載の実装基板用白色反射フィルムを組み込んでなることを特徴とする発光ダイオード
素子の実装基板。
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【請求項４】
  請求項１又は２に記載の実装基板用白色反射フィルムの表面に回路を形成し、該回路上
に発光ダイオード素子を固定してなることを特徴とする発光ダイオード素子の実装基板。
【請求項５】
  請求項３又は４に記載の発光ダイオード素子の実装基板の出光側に設置された導光壁よ
りなる光源モジュールの出光面側に光拡散部材が設置されてなる照明器具であって、該光
拡散部材が、以下の特性を同時に満たすことを特徴とする照明器具。
  （１）光源モジュールから出光する光の配光角が７０度以上であること
  （２）光拡散部材の全光線透過率／平行光線透過率比が１３～２００であること
【請求項６】
  発光ダイオード素子が、非直流の電流で点灯されることを特徴とする請求項５に記載の
照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルム、発光ダイオード素子の
実装基板及び
該発光ダイオード素子の実装基板を用いた照明器具に関して、さらに詳しくは、発光ダイ
オード素子の実装基板の発光ダイオード素子側の基板面上に組み込むことにより、発光ダ
イオード素子の発光により放射せられる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めるこ
とができる発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルム、照明器具の発光体として
照明器具に組み込んだ場合に、発光ダイオード素子の発光により放射される光の照明器具
からの光の取り出し効率を高めることができる発光ダイオード素子の実装基板及び該発光
ダイオード素子の実装基板を用いることにより、発光ダイオード素子の発光により放射せ
られる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めることができる照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光ダイオード素子は、他の発光方法に比べて発光効率が高く、省エネルギー性
に優れているので、例えば、照明用等の光源と広く使用されてきている。
【０００３】
　該発光ダイオード素子の一つにＬＥＤがある。該ＬＥＤは、点灯用の配線を施した実装
基板の配線上にＬＥＤチップをマウントすることで発光させる方法がある。いわゆる実装
基板法がある。
【０００４】
　従来、ＬＥＤ実装用として使用されているプリント配線板には光の反射機能は求められ
ていなかったが、ＬＥＤ光源を組み込んだ照明器具の普及に従い、より高い省エネルギー
性が求められようになってきている。
【０００５】
　例えば、特許文献１において、白色顔料を配合された層を含む二軸配向ポリエチレンナ
フタレートフィルムよりなる可視光領域での高い光反射率を有する白色反射フィルムより
なる発光ダイオード実装フレキシブルプリント配線基板用積層体の技術が開示されている
。該発光ダイオード実装フレキシブルプリント配線基板用積層体は、従来技術では達成で
きない種々の特徴を有するが、白色反射フィルムの反射特性は、４００～７００ｎｍの波
長域における全光線相対反射率の平均値が９０％以下であり、反射特性は必ずしも満足で
きるレベルに達していない。
【０００６】
　一方、白色反射ポリエステルフィルムの反射特性を高める方法として、ポリエステルフ
ィルムの内部に微細な気泡を含有させ気泡界面で光を反射させることにより、反射特性を
向上する方法が知られている。例えば、特許文献２及び特許文献３において、全光線相対
反射率が１００％を超えた反射特性の優れた白色反射ポリエステルフィルムが開示されて
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いる。しかしながら、該特許文献で開示されている白色反射ポリエステルフィルムは、ポ
リエステルフィルムの内部に含有される微細な気泡の界面数を増やすことで全光線相対反
射率を高められているために、空洞比率が高くなっている。そこで、白色反射ポリエステ
ルフィルムの見掛け密度が低くなり、その結果、白色反射ポリエステルフィルムの剛性が
小さくなる。そのために、白色反射ポリエステルフィルムを加工する時の取り扱い性が悪
化するという課題がある。
【０００７】
　そのために、見掛け密度が高く、フィルムを加工する時の取り扱い性の優れており、発
光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子側の基板面上に組み込む作業性等に優
れ、かつ発光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明器具からの光の取り出し効
率を高めることができる発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルムの開発が求め
られているのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－２１２２７８号公報
【特許文献２】特開２０１４－２３９０号公報
【特許文献３】特開２０１４－１５９５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上記の従来技術における問題点を解決するものであり、見掛け密度が
高く、フィルムを加工する時の取り扱い性の優れており、発光ダイオード素子の実装基板
の発光ダイオード素子側の基板面上に組み込むことにより、発光ダイオード素子の発光に
より発せられる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めることができる発光ダイオー
ド素子の実装基板用白色反射フィルムを提供することを目的とする。
【００１０】
　さらに本発明の別の目的は、照明器具の発光体として照明器具に組み込んだ場合に、発
光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明器具からの光の取り出し効率を高める
ことができる発光ダイオード素子の実装基板を提供することを目的とする。
【００１１】
　さらに本発明の別の目的は、上記の発光ダイオード素子の実装基板を用いることにより
、発光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明器具からの光の取り出し効率を高
めることができる照明器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、見掛け密度が高く、フィ
ルムを加工する時の取り扱い性の優れており、発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイ
オード素子側の基板面上に組み込むことにより、発光ダイオード素子の発光により発せら
れる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めることができる発光ダイオード素子の実
装基板用白色反射フィルムを提供することができることを見出し、本発明を完成するに至
った。
【００１３】
　本発明は、上記の課題を解決するために、従来技術にはない新しいコンセプトを取り入
れることにより完成したものである。すなわち、従来技術においては、白色反射フィルム
の反射特性として、積分球を取り付けた分光光度計で測定される全方向に反射される反射
光の総和の反射率である全光線反射率を高めるが重要であるとのコンセプトで開発が進め
られてきた。そのために、前述した如く、反射特性とフィルムの取り扱い性は二律背反事
象となっていた。
【００１４】
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　そこで、本発明者等は、発光ダイオード素子の実装基板の基板面上に実装基板用白色反
射フィルムを組み込むことにより、発光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明
器具からの光の取り出し効率を高めることができる機構について鋭意検討した。該方式の
照明器具の光の取り出し効率が高めるには、照明器具の発光ダイオード素子の実装基板か
ら出光側に光を拡散する光拡散部材を設置することが好ましい。光拡散部材が設置されて
いないと発光ダイオード素子で発光され放射される光の殆どが、出光側に放出されるので
、発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子側の基板面上に、実装基板用白色
反射フィルムを設置しても照明器具からの光の取り出し効率を高めることが困難となり易
く、好ましくない。また、光拡散部材が組み込まれない場合は、照明器具を直視した時の
眩しさが大きい、いわゆるグレア性が悪いという好ましくないという課題もある。該グレ
ア性の改善のために、照明器具の発光ダイオード素子の実装基板から出光側に光を拡散す
る光拡散部材を設置する方法が広く普及している。しかし、光拡散部材が設置されると、
発光ダイオード素子から発せられる光の一部が、光拡散部材で反射して照明器具から出光
される光量が低下する。いわゆる照明器具からの光の取り出し効率が低下する。該光の取
り出し効率が低下は、光拡散部材に入光する光の一部が拡散部材で反射されることにより
引き起こされる。該反射された光は、実装基板方向に向かう。該反射光は、実装基板表面
に設置されている実装基板用白色反射フィルムで反射されて、再び光拡散部材の方向に放
射され、その一部は光拡散部材を通過して照明器具から出射される。また、その一部は、
再び実装基板方向に向かい、再度、実装基板用白色反射フィルムで反射されて、再び光拡
散部材の方向に放射される。該光拡散部材と実装基板用白色反射フィルム間の反射作用が
繰り返される作用、いわゆる多重反射効果により、光拡散部材により引き起こされる照明
器具から出光される光の光量低下が抑制されることにより、照明器具から出光される光の
出光効率が高められると考えを持つに至った。
【００１５】
　上記仮説が正しいとすると実装基板用白色反射フィルムで反射される光は入射光が入光
した角度と対角方向に反射される鏡面反射性（正反射性）が高いと光拡散部材に入光する
光の割合が低くなる。そのために、様々な角度で反射される拡散反射率が高い方が、上記
多重反射効果が大きくなり照明器具から出光される光の出光効率が高められると考えられ
る。そこで、従来の技術で注目されてきた全光線反射率のみでなく、拡散反射率の寄与が
大きいと考えた。というのは、拡散反射率が低く鏡面反射率が高いと実装基板用白色反射
フィルムで反射される光は特定方向の反射光強度が強くなり多重反射効果が低くなると考
えた。
【００１６】
　そこで、本発明者等は、拡散反射率を高めることで、全光線反射率を従来技術で開示さ
れている範囲よりも低く設定しても多重反射効果の向上により照明器具から出光される光
の出光効率が高められる可能性があり、空洞比率を従来技術のレベルよりも低く設定して
も出光効率が高められる可能性があり、上記従来技術の課題である反射特性とフィルムの
取り扱い性の二律背反事象を打破できるという新たなコンセプトを持つに至った。
【００１７】
　そこで、上記の新たなコンセプトの正しさを実証すべく鋭意検討をした。
　反射部材の拡散反射度は、広く用いられている積分球を用いた全光線反射率の測定方法
において、正反射光を光トラップにより除いた残りの成分を受光することにより測定する
方法が知られている。まず、該測定方法で拡散反射率の測定を行った。しかし、該測定方
法では、鏡面反射性の高い金属光沢の反射部材と拡散反射性の高い白色反射部材の比較に
おいては、拡散反射度は全光線反射率と異なった値になり差が出るが、拡散反射度の高い
白色反射部材同士の拡散反射度は全光線反射率とほぼ同じになり差別化できないことがわ
かった。
【００１８】
  そこで、本発明者等は、拡散反射率を的確に評価できる測定法について鋭意検討した。
反射部材の反射特性の測定方法としては、全光線反射率と鏡面反射率が広く用いられてい
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る。本発明者等は、これらの、全光線反射率と鏡面反射率より拡散反射率を求められると
考えた。すなわち、全光線反射率は鏡面反射率と拡散反射度が合わさった反射率を示した
ものであるので、全光線反射率（％）を鏡面反射率（％）で除してやれば拡散反射性の尺
度になると考えた。本発明者等は、上記コンセプトに基づき、実施例において詳述する拡
散反射率の測定法を確立し、本発明を完成した。
【００１９】
  即ち、本発明は、以下の（１）～（６）の構成よりなるものである。
（１）  ポリエステル系樹脂中に非相溶樹脂を混合することで得られる空洞含有ポリエス
テル系フィルムであって、前記フィルム中の非相溶樹脂であるポリスチレン系樹脂の含有
量ａ（重量％)、ポリメチルペンテン樹脂の含有量ｂ（重量％)およびポリプロピレン樹脂
の含有量ｃ（重量％)が以下の式を満足し、全光線反射率が８０％以上であり、全光線反
射率（％）を鏡面反射率（％）で除して求められる拡散反射率が２０以上であり、かつ見
掛け密度が０．９～１．４ｇ／ｃｍ３であることを特徴とする発光ダイオード素子の実装
基板用白色反射フィルム。
  ０．０１≦ａ／（ｂ＋ｃ）≦１
  ｃ／ｂ≦１
  ３≦ａ＋ｂ＋ｃ≦２０
（２）  全光線反射率（％）と拡散反射率の１／３の値を加算することにより求められる
複合反射率が１００以上であることを特徴とする上記（１）に記載の発光ダイオード素子
の実装基板用白色反射フィルム。
（３）  発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子の周辺基板表面に上記（１
）又は（２）に記載の実装基板用白色反射フィルムを組み込んでなることを特徴とする発
光ダイオード素子の実装基板。
（４）  上記（１）又は（２）に記載の実装基板用白色反射フィルムの表面に回路を形成
し、該回路上に発光ダイオード素子を固定してなることを特徴とする発光ダイオード素子
の実装基板。
（５）  上記（３）又は（４）に記載の発光ダイオード素子の実装基板の出光側に設置さ
れた導光壁よりなる光源モジュールの出光面側に光拡散部材が設置されてなる照明器具で
あって、該光拡散部材が、以下の特性を同時に満たすことを特徴とする照明器具。
  （Ｉ）光源モジュールから出光する光の配光角が７０度以上であること
  （II）光拡散部材の全光線透過率／平行光線透過率比が１３～２００であること
（６）  発光ダイオード素子が、非直流の電流で点灯されることを特徴とする上記（５）
に記載の照明器具。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルムは、見掛け密度が高く、フ
ィルムを加工する時の取り扱い性に優れており、かつ発光ダイオード素子の実装基板の発
光ダイオード素子側の基板面上に組み込むことにより、発光ダイオード素子の発光により
発せられる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めることができる。
【００２１】
　また、本発明の発光ダイオード素子の実装基板は、照明器具の発光体として照明器具に
組み込んだ場合に、発光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明器具からの光の
取り出し効率を高めることができる。
【００２２】
　さらに、上記の発光ダイオード素子の実装基板を用いることにより、光の取り出し効率
を高めることができる照明器具を提供できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明における光源モジュールの構造模式図の一例である。
【図２】本発明における光源モジュールの開口角の求め方を示す模式図の一例である。
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【図３】実施例１～３、比較例１及び２の結果より求めた複合反射率と直下照度との相関
図である。
【図４】実施例１～３、比較例１及び２の結果より求めた拡散反射率と直下照度との相関
図。
【図５】実施例１～３、比較例１及び２の結果より求めた全光線反射率と直下照度との相
関図。
【図６】実施例２及び実験例１～５の結果より求めた全光線透過率／平行光線透過率比と
直下照度及び最大輝度率の関係図。
【図７】実験例６において示した、各種光源モジュール及び各種光拡散部材を用いた照明
器具における照明器具を出光する光の全光束に対する入光配光角と光拡散部材の全光線透
過率／平行光線透過率比との相乗効果の関係図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルム）
（全光線反射率及び拡散反射率）
  本発明の発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルム（以下、単に白色反射フィ
ルムと称することもある）は、全光線反射率が８０％以上で、かつ実施例において記載し
た方法で求められる拡散反射率が２０以上であることを同時に満たすことが重要である。
  全光線反射率が８０％以上で、かつ実施例において記載した方法で求められる拡散反射
率が、２０以上がより好ましい。全光線反射率が８８％以上であることがより好ましく、
９２％以上であることが更に好ましい。そして、実施例において記載した方法で求められ
る拡散反射率が、２５以上であることがより好ましく、２８以上であることがさらに好ま
しい。上限は限定されないが、技術的困難度等より、全光線反射率は１０５以下が、拡散
反射率は５０以下が好ましい。上記範囲を満たすことにより、発光ダイオード素子の実装
基板用白色反射フィルムを発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子側の基板
面上に組み込むことにより、発光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明器具か
らの光の取り出し効率を高めることができるので好ましい。
【００２５】
（拡散反射率）
　前述のごとく、反射部材の拡散反射度は、広く用いられている積分球を用いた全光線反
射率の測定方法において、正反射光を光トラップにより除いた残りの成分を受光すること
により測定する方法が知られている。しかし、該測定方法では、鏡面反射性の高い金属光
沢の反射部材と拡散反射性の高い白色反射部材等の拡散反射度は全光線反射率と異なった
値になり差が出るが、拡散反射度の高い白色反射部材同士の拡散反射度は全光線反射率と
ほぼ同じになり差別化できない。
【００２６】
  そこで、本発明者等は、拡散反射率を的確に評価できる測定法について鋭意検討し、新
たな拡散反射率の測定方法を確立した。反射部材の反射特性の測定方法としては、全光線
反射率と鏡面反射率が広く用いられている。本発明者等は、これらの全光線反射率と鏡面
反射率より拡散反射率を求められると考えた。すなわち、全光線反射率は鏡面反射率と拡
散反射度の合計の反射率を示したものであるので、全光線反射率（％）を鏡面反射率（％
）で除してやれば拡散反射性の尺度になると考えて、実施例において詳述する新規な評価
方法を確立した。
【００２７】
（複合反射率）
  本発明の発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルムは、全光線反射率（％）と
拡散反射率の１／３の値を加算することにより求められる複合反射率が１００以上である
ことが好ましい。１０５以上がより好ましい。上限は限定されないが、技術的困難度等よ
り、１３０以下が好ましい。
  上記範囲を満たすことにより、発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルムを発
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光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子側の基板面上に組み込むことにより、
発光ダイオード素子の発光により放射される光の照明器具からの光の取り出し効率を高め
ることができるので好ましい。
【００２８】
（見掛け密度）
  本発明の発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルムは、見掛け密度が０．９～
１．４ｇ／ｃｍ３である白色フィルムであることが好ましい。見掛け密度は１．０～１．
３ｇ／ｃｍ３がより好ましい。見掛け密度が０．９ｇ／ｃｍ３未満では、例えば、二軸配
向角ポリエステルフィルムであってもフィルムの剛性が低くなるので、フィルムを加工す
る時の取り扱い性が悪くなるので好ましくない。逆に１．３ｇ／ｃｍ３を超えた場合は、
全光線反射率が低くなるので好ましくない。
【００２９】
（白色フィルム）
　本発明の発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルムは、上記特性を満たせば限
定されないが、経済性、剛性及び耐熱性より二軸配向角ポリエステル系白色フィルムが好
ましい。例えば、二軸配向角ポリエステル系白色フィルムに関しても、以上の特性を満た
せばその構成や製造方法は限定されない。フィルムの内部に含有される微細な気泡が含有
されてなる発泡タイプの二軸配向角ポリエステル系白色フィルムが好ましい。例えば、以
下の構成及び製造方法で製造された白色の二軸配向角ポリエステルフィルムが好ましい。
【００３０】
　フィルムの内部に空洞を含有させる方法としては、発泡剤を含有させ、押出および製膜
時の熱によって発泡、または化学的分解により発泡させる方法や押出機に炭酸ガスなどの
気体を添加する方法などが挙げられるが、好ましい方法として、ポリエステル系樹脂中に
非相溶な熱可塑性樹脂（以下非相溶樹脂と呼ぶ）を混合し、少なくとも１軸方向に延伸す
ることにより、空洞を発生させる方法が挙げられる。以下にポリエステル系樹脂中に非相
溶樹脂を混合することで得られる空洞含有ポリエステル系フィルムの製造方法について説
明する。
【００３１】
　本発明においてポリエステル系樹脂とは、ジカルボン酸またはそのエステル形成性誘導
体と、ジオールまたはそのエステル形成性誘導体から合成されるポリマーである。ジカル
ボン酸としては、例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸などの
芳香族ジカルボン酸またはこれらのエステル（メチルエステルなどのアルキルエステルな
ど）誘導体などや、その他公知の脂肪族ジカルボン酸などが挙げられる。また、グリコー
ルとしては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，３－プロパンジ
オール、１，４－ブタンジオール、ネオペンチルグリコールなどが挙げられる。このよう
なポリエステル系樹脂の代表例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレ
ンテレフタレート、ポリエチレンブチレンテレフタレート、ポリエチレン－２，６－ナフ
タレートなどが挙げられる。このポリエステルはホモポリマーであってもよく、第３成分
を共重合したものであっても良い。
【００３２】
　また、これらのポリエステル系樹脂には、本発明の目的が損なわれない範囲であれば、
他の成分が共重合されていてもよい。具体的には、共重合成分としては、ジカルボン酸成
分では、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、４、４－ジフェニルジカルボン酸、ア
ジピン酸、セバシン酸およびそのエステル形成性誘導体等が挙げられる。また、ジオール
成分としてはジエチレングリコール、ヘキサメチレングリコール、ネオペンチルグリコー
ル、シクロヘキサンジメタノールが挙げられる。また、ポリエチレングリコール、ポリプ
ロピレングリコール等のポリオキシアルキレングリコールも挙げられる。共重合量として
は、構成する繰り返し単位あたり１０モル％以内が好ましく、５モル％以内がより好まし
い。
【００３３】
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　本発明において、非相溶樹脂としては特に限定されるものではなく、例えば、ポリプロ
ピレンやポリメチルペンテンに代表されるポリオレフィン系樹脂、各種の変性ポリオレフ
ィン樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリアクリル系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスル
ホン系樹脂、セルロース系樹脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂、フェノキシ樹脂などが
挙げられる。中でも、高温下でも軟化しにくく、優れた空洞発現性を呈することから、ポ
リメチルペンテン樹脂が好ましい。また、非相溶樹脂の選定において、必ずしも単独で用
いる必要はなく、２種以上を併用してもよい。例えば、ポリメチルペンテンをより均一に
微分散化させるために、ポリメチルペンテン樹脂よりもポリエステルと相溶性の良いポリ
プロピレン樹脂やポリスチレン系樹脂などを併用した系が好ましい例として挙げられる。
【００３４】
　特に好ましい実施態様としては、ポリスチレン系樹脂とポリオレフィン系樹脂とを特定
の比率、即ち、ポリスチレン系樹脂／ ポリオレフィン系樹脂が０．０１～１で混合して
用いる場合が挙げられ、さらに、ポリオレフィン系樹脂として、ポリメチルペンテン樹脂
およびポリプロピレン樹脂を用いる、つまり、ポリスチレン系樹脂、ポリメチルペンテン
樹脂およびポリプロピレン樹脂を混合して用いることが好ましい。
【００３５】
　本発明において、ポリスチレン系樹脂とは、ポリスチレン構造を基本構成要素として含
む熱可塑性樹脂を指し、アタクティックポリスチレン、シンジオタクティックポリスチレ
ン、アイソタクティックポリスチレン等のホモポリマーの他、その他の成分をグラフトあ
るいはブロック共重合した改質樹脂（ 例えば、耐衝撃性ポリスチレン、ポリスチレンと
ポリフェニレンエーテルとのグラフト共重合体等）、更にはこれらのポリスチレン系樹脂
と相溶性を有する熱可塑性樹脂、例えばポリフェニレンエーテルとの混合物を含む。
【００３６】
　本発明において、ポリメチルペンテン樹脂とは、８０モル％以上、好ましくは９０モル
％以上が４－メチルペンテン－１から誘導される単位を含むポリマーであり、他の単位と
しては、エチレン、プロピレン、ブテン－１、３－メチルブテン－１等からの誘導単位が
挙げられる。
【００３７】
　本発明において、ポリプロピレン樹脂とは、アイソタクティックポリプロピレン、シン
ジオタクティックポリプロピレン等のホモポリマーの他、その他の成分をグラフトあるい
はブロック共重合した改質樹脂も含まれる。上記ポリプロピレン樹脂は、上記ポリメチル
ペンテン中に共重合させた状態、即ちプロピレン単位を共重合単位として導入した状態で
使用してもよい。
【００３８】
　これらの樹脂は特定の比率で混合して用いることが好ましく、フィルム中のポリスチレ
ン系樹脂の含有量ａ（重量％)、ポリメチルペンテン樹脂の含有量ｂ（重量％)およびポリ
プロピレン樹脂の含有量ｃ（重量％)が以下の式を満足する場合が特に好ましい。
　０．０１≦ａ／（ｂ＋ｃ）≦１
　ｃ／ｂ≦１
　３≦ａ＋ｂ＋ｃ≦２０
【００３９】
　ここで、ａ／（ｂ＋ｃ）が０．０１未満の場合、ポリスチレン系樹脂によるポリオレフ
ィン系樹脂（ ポリメチルペンテン樹脂および／ またはポリプロピレン樹脂）に対する分
散効果が不安定となり、フィルムのムラや可撓性が不良となってハンドリング性が劣るお
それがあり、好ましくない。逆に、ａ／（ｂ＋ｃ）が１より大きい場合、空洞の生成量を
多くすることに限界があり、好ましくない。
【００４０】
　同様に、ｃ／ｂが１を超える場合にも、空洞の生成量を多くすることに限界があるため
、好ましくない。ｃ／ｂの下限は特に限定されないが、０．０１未満であると、フィルム
のムラや可撓性が不良となってハンドリング性が劣るおそれがあり、好ましくない。
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【００４１】
　また、ａ＋ｂ＋ｃが３重量％未満の場合、空洞の生成量を多くすることに限界があり、
逆に、ａ＋ｂ＋ｃが２０重量％よりも多い場合、ポリエステル系樹脂が本来有する特性、
即ち、フィルムの延伸性、耐熱性、強度、剛直性等が損なわれてハンドリング性が劣るお
それがあり、好ましくない。ａ＋ｂ＋ｃの上限は１８重量％、下限は５重量％が特に好ま
しい。
【００４２】
　本発明において、空洞含有ポリエステル系フィルムには、隠蔽性等を向上させるため、
無機または有機粒子を必要に応じて含有させても良い。前記粒子としては、シリカ、カオ
リナイト、タルク、炭酸カルシウム、ゼオライト、アルミナ、硫酸バリウム、酸化チタン
、硫化亜鉛等が挙げられ、特に限定されるものではないが、酸化チタンが特に好ましく使
用される。これらの粒子は、予めポリエステル系樹脂中および／ または非相溶樹脂中に
添加することにより、フィルム内に含有させることができる。
【００４３】
　前記粒子の添加量は、特に限定されないが、１～３５重量％が好ましく、より好ましく
は２～３０重量％、さらには３～２５重量％の範囲にあることが最も好ましい。添加量が
１重量％未満の場合、フィルムの白色性、隠蔽性などの特性を向上させることが難しく、
逆に、添加量３５重量％より多い場合、延伸時にフィルム破れや後加工の際に粉発生等の
不都合を生じる場合があり、好ましくない。
【００４４】
　本発明におけるポリエステル系樹脂及び非相溶樹脂、無機粒子などを混合する方法とし
ては、特に限定されるものではなく、ポリエステル系樹脂と非相溶樹脂をドライブレンド
後、そのまま製膜機に投入する方法、ポリエステル系樹脂と非相溶樹脂をドライブレンド
後、種々の一般的な混練機を用いて溶融混練しマスターバッチ化する方法などが挙げられ
る。
【００４５】
　次に、本発明における空洞含有ポリエステル系フィルムの製膜方法について説明するが
、特にこれに限定されるものではない。本発明において、前述のようにして得られた混合
物を通常の方法で乾燥後、Ｔ字の口金からシート状に溶融押出し、静電印加法などにより
、キャスティングドラムに密着させ冷却固化し、未延伸フィルムが得られる。次いで、未
延伸フィルムを延伸・配向処理するが、以下では、最も一般的に用いられる逐次二軸延伸
方法、特に未延伸フィルムを長手方向次いで幅方向に延伸する方法を例に説明する。縦延
伸工程では、周速が異なる２本あるいは多数本のロール間で延伸する。このときの加熱手
段としては、加熱ロールを用いる方法でも非接触の加熱方法を用いる方法でもよく、それ
らを併用してもよいが、フィルムの温度を（Ｔｇ－１０℃）～（Ｔｇ＋１００℃）の範囲
とすることが好ましい。次いで一軸延伸フィルムをテンターに導入し、幅方向にＴｇ以上
Ｔｍ－１０℃以下の温度で２．５～５倍に延伸することで二軸延伸フィルムが得られる（
 ただし、Ｔｇはポリエステル系樹脂のガラス転移温度、Ｔｍはポリエステルの融点）。
また上記の二軸延伸フィルムに対し、必要に応じて熱処理を施す。熱処理はテンター中で
行うのが好ましく、Ｔｍ－６０℃～Ｔｍの範囲で行うのが好ましい。
【００４６】
　また、本発明において、フィルムの滑り性の改善やその他の目的のため、そのいずれか
片面又は両面にポリエステル系樹脂からなる層又はポリエステル系樹脂に対する接着性を
有する樹脂の層を共押出しにより積層していてもよい。かかる積層フィルムの形態は、特
に限定されないが、例えばＡ／Ｂの２種２層、Ｂ／Ａ／Ｂ構成の２種３層、Ａ／Ｂ／Ｃの
３種３層構成の積層形態等が挙げられる。
【００４７】
（白色フィルムの拡散反射率の達成方法）
　白色フィルムの拡散反射率を前述した好ましい範囲を達成する方法は限定されないが、
白色フィルムの表面にマット層を積層する方法が好ましい。以下、二軸配向角ポリエステ
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ルフィルム系の白色反射フィルムを一例として好ましい構成や製造方法について言及する
。
　該表面にマット層を積層する方法は、フィルム、シート及び板の製造工程内で実施する
、いわゆるインライン法で実施しても良いし、フィルム、シート及び板の製造工程とは別
の工程、いわゆるオフライン法で実施しても構わない。製造コストを下げることができる
ので、前者のインライン法で実施するのが好ましい。例えば、特開２０００－２８９１７
１号公報に記載されている方法で実施するのが好ましい実施態様である。
【００４８】
　本発明においてポリエステル系フィルムのマット層中に含有させる不活性粒子としては
、例えば、酸化チタン、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、シリカ、アル
ミナ、タルク、カオリン、クレーなど或いはこれらの混合物であり、更に、他の一般的無
機粒子、例えばリン酸カルシウム、雲母、ヘクトライト、ジルコニア、酸化タングステン
、フッ化リチウム、フッ化カルシウムその他と併用、等の無機粒子や、スチレン系、アク
リル系、メラミン系、ベンゾグアナミン系、シリコーン系等の有機ポリマー系粒子等が挙
げられる。
【００４９】
　前記マット層中の不活性粒子の平均粒径は、０．０４～１０．０μｍが好ましく、さら
に好ましくは０．１～８．０μｍ、特に好ましくは１．０～６．０μｍである。不活性粒
子の平均粒径が０．０４μｍ未満であると、フィルム表面への凹凸の形成が不十分となり
、マット性が不十分となる傾向があり、あまり好ましくない。逆に、１０．０μｍを超え
ると、粒子がフィルムから脱落し粉落ちの原因になる傾向があり、あまり好ましくない。
【００５０】
（発光ダイオード素子の実装基板）
　本発明の発光ダイオード素子の実装基板は、発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイ
オード素子の周辺基板表面に前記した実装基板用白色反射フィルムを組み込んでなること
が好ましい実施対応の一つである。例えば、熱硬化性樹脂をシート状ガラス基板に含浸さ
せたプリプレグと金属箔とを加熱プレス成形して得たリジッド金属張積層板等よりなるリ
ジッドな発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子の周辺部に、前記した実装
基板用白色反射フィルムを発光ダイオード素子部分等の基板より突起した部分を打ち抜い
て、例えば、接着剤や粘着剤等で貼着して組み込む方法が挙げられる。
【００５１】
　上記のリジッドな発光ダイオード素子の実装基板としては、熱硬化性樹脂をシートとし
て白色顔料を配合したり、熱可塑性樹脂をシートの表面を、例えば、白色顔料を配合した
反射塗料で塗装された反射特性を改善した構成の実装基板であっても良い。
【００５２】
　本発明の発光ダイオード素子の実装基板は、上記の実装基板用白色反射フィルムの表面
に回路を形成し、該回路上に発光ダイオード素子を固定してなる構成のものも好ましい実
施対応の一つである。該方法においては、回路形成方法や発光ダイオード素子の固定方法
は限定されない。例えば、回路形成方法としては、導電性塗料を用いて印刷法で形成する
方法が挙げられる。また、発光ダイオード素子の固定方法としては、導電接着剤等で接着
する方法や、レーザー法による局所加熱による半田リフロー法で固定するフィルム実装技
術等が挙げられる。
【００５３】
（発光ダイオード素子の実装基板の形状）
　発光ダイオード素子の実装基板の形状は限定されない。正三角形、二等辺三角形、直角
三角形等の三角形、正方形、長方形、菱形及び台形等の四角形、多角形、円形、楕円形及
び不定形等のいずれの形状でも構わない。照明器具として求められるデザインや機能に応
じて適宜選択すれば良い。
【００５４】
（実装基板の発光ダイオード素子）
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　本発明におけるは、ＬＥＤ光源やレーザー光源等の点状の発光素子よりなる点光源が挙
げられる。該点光源の種類は限定されないが、広く普及が進んでいるＬＥＤ光源が好まし
い。ＬＥＤ光源の種類も限定されない。例えば、広く使用されている砲弾型ＬＥＤ、表面
実装型（SMD）及びチップオンボード（COB）等が挙げられる。特に、表面実装型（SMD）
及びチップオンボード（COB）の使用が好ましい。表面実装型（SMD）の光源チップ部に光
学レンズを組み込まれたレンズ付きタイプであっても良い。光学レンズは、一次光学レン
ズと二次光学レンズに区分されるがどちらのタイプであっても良い。
【００５５】
　一次光学レンズは光源チップに直接実装されたレンズを指し、二次光学レンズはＬＥＤ
光源チップに後付で実装されるレンズのことを指している。両者を組み合わせて用いても
良い。レンズとして凹型構造のレンズが装着されてなることが光源モジュールから出光す
る光の配光角を高めることができるので好ましい。特に、一次光学レンズと二次光学レン
ズを組み合わせて用いる時は、出光側に装着される光学レンズである二次光学レンズの影
響が大きく二次光学レンズは凹型構造のレンズであることが好ましい。この場合は、一次
光学レンズも凹型構造のレンズであることが好ましいが限定はされない。該発光ダイオー
ド素子の個数も限定されない。１個でもよいし複数個であっても良い。
【００５６】
（照明器具）
　本発明の照明器具は、上記の発光ダイオード素子の実装基板の出光側に、ダイオード素
子で発光され放射される光をダイオード素子の前面に出光できるように導光壁を設けてな
る光源モジュールの出光面側に光拡散部材が設置されてなる照明器具において、該光拡散
部材は、以下の特性を同時に満たすこが好ましい。
　（１）実施例において記載する方法により測定される光源モジュールから出光する光の
配光角が７０度以上であること
　（２）光拡散部材の実施例において記載する方法により測定される全光線透過率／平行
光線透過率比が１３～２００であること
【００５７】
（光源モジュール）
　本発明における光源モジュールは、上記の発光ダイオード素子の実装基板の出光側に、
ダイオード素子の発光で放射される光をダイオード素子の前面に出光できるように導光壁
を設けてなることが好ましい。
【００５８】
　該光源モジュールにおける導光壁の形状は限定されないが、発光ダイオード素子の実装
基板の形状に合わせた構造が好ましい。該導光壁の高さは限定されないが５ｍｍ～５０ｍ
ｍが好ましい。５ｍｍ以下の場合は、導光壁の出光面に後述する光拡散部材を設置しても
光拡散部材による発光ダイオード素子による眩しさであるグレア性を改善機能等の輝度特
性の改善効果が低下するので好ましくない。逆に、５０ｍｍを超えると照明器具の厚みが
厚くなるので好ましくない。
【００５９】
　該導光壁の発光ダイオード素子の実装基板表面との角度も限定されないが，発光ダイオ
ード素子の実装基板表面と導光壁との内角が８５度以上であるのが好ましい。８５度未満
の場合は、光源モジュールから出光する光の配光角が７０度以上であることを満たすこと
が困難になる場合があるのであまり好ましくない。
【００６０】
　光源モジュールの構造の一例を図１に示す。光源モジュールは該構造に限定されない。
該導光壁の内面に、本発明の発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルム等の反射
部材を組み込むのが好ましい実施対応である。該対応で、発光ダイオード素子の発光によ
り放射せられる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めることができる。
【００６１】
　該導光壁は、照明器具の筐体を利用しても良いし、筐体の内面に組み込んでも良い。該
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導光壁の材質や厚み等も限定されない。例えば、金属、合金、セラミックス及び樹脂等が
挙げられる。また、発光ダイオード素子の実装基板の発光ダイオード素子の設置面の反対
面に放熱部材を積層することや、放熱フィンを組み込む等により、放熱対策を施す等も対
応も排除されない。また、筐体に組み込んで照明器具にする等の態様も排除されない。
【００６２】
（光源モジュールから出光する光の配光角）
　本発明においては、実施例において記載した方法により測定される光源モジュールから
出光する光の配光角（以下、単に出光配光角と称することもある）が７０度以上であるこ
とが好ましい。７５度以上がより好ましく、８０度以上がさらに好ましい。
【００６３】
　該出光配光角が７０度未満になると、後述する光拡散部材を設置することにより、照明
器具から出光する光の光量低下が大きくなるので好ましくない。上限は限定されないが、
技術的な難度より１６０度程度である。
【００６４】
（光源モジュールから出光する光の配光角の達成方法）
　本発明においては、上記光源モジュールから出光する光の配光角を、上記好ましい範囲
に制御する方法は限定されないが、後述する開口角が少なくとも一方向において８５度以
上にすることが好ましい実施態様である。
【００６５】
　また、例えば、光源チップ部に光学レンズを組み込まれたレンズ付きタイプであり、凹
型の光学レンズを組み込んだ光源を用いる方法も好ましい実施態様の一つである。さらに
、上記の三方法を組み合わせて実施しても良い。
【００６６】
（光源モジュールの開口角）
　本発明においては、以下に述べる方法で求められる開口角が１００度～１７０度である
ことが好ましい。１０５度～１７０度がより好ましい。
１００度未満では、入光配光角が上記範囲未満になり、照度特性が悪化するので好ましく
ない。逆に、１７０度を超えた場合は、光源モジュールが薄くなり過ぎ、輝度特性が悪化
する場合はあるので好ましくない。
【００６７】
（光源モジュールの開口角の求め方）
　開口角とは、光源モジュールの導光壁の開口部の中心点に垂線を光源モジュールの底面
の発光ダイオード素子の実装基板に向かい引いた時のとの発光ダイオード素子の実装基板
交点と光源モジュールの導光壁の開口部の全ての方向の内面との角度の内の最小角度であ
り、図２に示すごとく、光源モジュール底面との内面角で求められる。開口部が、非対象
形の場合は、全ての方向の内面角の最小値を用いる。すなわち、光源モジュールの開口部
の中心点を通る全方位の中心点と開口部の内面との幅の最小値となる位置において上記方
法で求めた角度を指す。
【００６８】
（光拡散部材の特性）
　本発明の光拡散部材は、実施例において記載する方法により測定される全光線透過率／
平行光線透過率比が１３～２００であることが好ましい。１５～１５０がより好ましく、
１５～１００が更に好ましい。１５～８０が特に好ましく、１５～６０が最も好ましい。
【００６９】
　該全光線透過率／平行光線透過率比は、本発明者等が、前述の拡散反射率と同様の考え
で新規に確立した透過光の拡散度の評価尺度である。即ち、全光線透過率は、平行光線透
過率と拡散透過率の合わさった値であるので、全光線透過率を平行光線透過率で除した値
が拡散透過率の尺度になると考えた。該全光線透過率／平行光線透過率比が高い程、拡散
度が高い。
【００７０】
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　該全光線透過率／平行光線透過率比が１３未満の場合は、前述した実装基板用白色反射
フィルムによる照明器具から出光する光の取り出し効率を高めることができなくなるので
好ましくない。また、最大輝度が高くグレア性の改善効果が小さくなり、かつ輝度斑が大
きくなるので好ましくない。一方２００を超えた場合は、照明器具から出光する光の光量
の低下が大きくなるので好ましくない。
【００７１】
（光拡散部材の種類）
　本発明における光拡散部材の種類は上記特性を満たせば限定されない。例えば、光拡散
フィルム、光拡散シート及び光拡散板等が挙げられる。また、拡散部材の表面にレンズ構
造を賦型した構造のものも許容される。
　該光拡散部材は単数枚でも良いし、複数枚を組み合わせて用いても良い。複数枚を組み
合わせて用いる場合は、レンズフィルム等のレンズ部材を組み合わせて用いても良い。
【００７２】
（光拡散部材の設置場所）
　本発明においては、光拡散部材は、光源モジュールの出光面に光拡散部材が設置されて
なればその位置は限定されない。例えば、光源モジュールの出光面に設置しても良いし、
出光面と発光ダイオード素子の実装基板の中間に用いても良い。また、光源モジュールの
出光面に光拡散部材を固定する固定ピンを設けて、出光面より浮かした位置で固定して設
置しても良い。
【００７３】
（光拡散部材の形状及び厚み）
　本発明においては、光拡散部材の形状や厚みも限定されない。形状はフラットな形状で
あっても良いし、例えば、曲面状、立方状及び角錐状等の成型形状であっても良い。厚み
は０．５～５ｍｍ程度が好ましい。
【００７４】
（照明器具の発光ダイオード素子の点灯方式）
　発光ダイオード素子は、点灯により発光ダイオード素子が発熱して素子の温度が高くな
り、その熱が実装基板に伝わり、実装基板の温度を上昇させるという課題を有する。本発
明の場合は、実装基板表面にポリエステル系の白色反射フィルムを組み込んでいるので、
従来技術において用いられている熱硬化性樹脂をシート状ガラス基板に含浸させたプリプ
レグや反射塗料等に比べると耐熱性が劣るので、高出力の光源モジュールの場合は、熱変
形や白色反射フィルムの剥離等が起こる危険がある。
【００７５】
　そこで、本発明においては、照明器具の発光ダイオード素子を非直流の電流で点灯して
なることが好ましい。例えば、交流方式や制御されたパルス信号で点灯させる方法が挙げ
られる。例えば、特許４９３７９７３号広報で開示されている一定周波数のパルス電流を
発生するパルス電流発生手段と、 パルス電流発生手段によって発生したパルス電流を信
号電流とするスイッチングを作動制 御するために、パルス電流の周期を単位とする信号
電流のスイッチングのための信号電流 振り分け手段と、 ＬＥＤ素子が破損しない定格順
電流をそのＬＥＤ素子に常時供給する第１回路と、 信号電流振り分け手段によって振り
分けられた信号電流が有る時間だけオンになり、振り 分け個数に応じたデューティー比
に対応の許容順電流を流す上記スイッチングのための手 段を有する第２回路を具備して
おり、 常時通電する定格順電流に加えてデューティー比対応の許容順電流を周期的に許
容時間流すことにより、定格順電流量とデューティー比対応の許容順電流量の和の電流量
によって ＬＥＤ素子を駆動する ＬＥＤ素子駆動用電源装置で点灯する方法で実施するの
が好ましい。
【００７６】
　該方法により、発光ダイオード素子の点灯による発熱が抑えられて、実装基板の温度上
昇度が抑制されるので、実装基板用白色反射フィルムに対する熱ストレスが低減されるの
で好ましい。また、照明器具の使用寿命を延ばすことができるので好ましい。
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【実施例】
【００７７】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は、下記実施例によっ
て制限を受けるものではなく、本発明の趣旨に適合し得る範囲で適宜変更を加えて実施す
ることも可能であり、それらは、いずれも本発明の技術的範囲に含まれる。なお、実施例
で採用した測定・評価方法は次の通りである。また、実施例中、配合や組成に関して「部
」とあるのは断りのない限り「質量部」を意味し、「％」とあるのは断りのない限り「質
量％」を意味する。
【００７８】
１、全光線透過率／平行光線透過率比
（全光線透過率）
　自記分光光度計（ＵＶ－３１５０：島津製作所社製）に積分球付属装置（ＩＳＲ－３１
００：島津製作所社製）をセットして、スリット幅１２ｎｍで波長３００～８００ｎｍの
範囲を高速でスキャンし分光スペクトルの測定を行い、５５０ｎｍにおける透過率で表示
した。
（平行光線透過率）
　自記分光光度計（ＵＶ－３１５０；島津製作所社製）を用いて、スリット幅１２ｎｍで
波長３００～８００ｎｍの範囲を高速でスキャンし透過分光スペクトルの測定を行い、５
５０ｎｍにおける透過率で表示した
　上記測定においては、試料の主拡散方向が水平方向になるように試料固定器具に固定し
て測定をした時の値を用いた。
　主拡散方向は以下の方法で検出した。
　試料にレーザーマーカーで光を当て、出射光の拡散方向を検知して決定した。
　測定は実際に使用する場合の光の透過方向が一致する向きで試料を固定して測定するの
が良い。本発明においては、表面賦型あるいは表面拡散層タイプの場合は、表面賦型ある
いは表面拡散層の反対面より入光して測定をした。
　上記方法で測定された全光線透過率を平行光線透過率で除して算出した。該全光線透過
率／平行光線透過率比の値が高い程、拡散度が高い。
【００７９】
２、全光線反射率
　自記分光光度計（ＵＶ－３１５０：島津製作所社製）に積分球付属装置（ＩＳＲ－３１
００：島津製作所社製）をセットして、スリット幅１２ｎｍで波長３００～８００ｎｍの
範囲を高速でスキャンし反射分光スペクトルの測定を行い、５５０ｎｍにおける反射率で
表示した。
【００８０】
３、鏡面反射率
　自記分光光度計（ＵＶ－３１５０：島津製作所社製）に金属面反射測定付属装置（入射
角：５度、Ｐ／Ｎ２０６－４０４６：島津製作所社製）をセットして、スリット幅１２ｎ
ｍで波長３００～８００ｎｍの範囲を高速でスキャンし反射分光スペクトルの測定を行い
、５５０ｎｍにおける反射率で表示した。
【００８１】
４、拡散反射率
  前記方法で求めた全光線反射率（％）を鏡面反射率（％）で除して算出した。該拡散反
射度は値が大きい程、拡散度が高い。
【００８２】
５、複合反射率
  上記方法で求めた全光線反射率（％）及び拡散反射率の値を用いて、下記（１）で求め
た。
  複合反射率＝全光線反射率（％）＋拡散反射率／３                    （１）
【００８３】
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６、見掛け密度
　フィルムを５．０ｃｍ四方の正方形に４枚切り出し、４枚を重ね合わせマイクロメータ
ーを用いて有効数字４桁で、総厚みの場所を変えて１０点測定し、４枚重ね合わせた厚み
の平均値を求めた。この平均値を４で除して有効数字３桁に丸め、一枚あたりの平均厚み
（ｔ：μｍ）とした。同試料４枚の重量（ｗ：ｇ）を有効数字４ 桁で自動上皿天秤を用
いて測定し、次式より見かけ密度を求めた。なお、見かけ密度は有効数字３桁に丸めた。
　見かけ密度（ｇ／ｃｍ3）＝ｗ／（５．０×５．０×ｔ×１０-4×４）     
【００８４】
７、曲げ剛性
　「ＫＥＳ－ＦＢ２－Ｌ大型純曲げ試験機」（カトーテック（株）製）を適用し、フィル
ムの曲げ特性（ＭＤ、ＴＤ両方向を対象）を測定評価した。測定試料は１００ｍｍ×１０
０ｍｍを５枚準備し、測定感度はＳＥＮＳ５（標準）にて、既定曲率（最大曲げ曲率Ｋ＝
±０．５ｃｍ-1）を与えた時の、曲げ剛さＢ（曲げ曲率±０．１～０．３ｃｍ-1の傾き）
を読みとった。測定は２０℃６５％ＲＨ環境下で行い、１枚につき１回測定した５枚の平
均値を採用した。
　ＭＤ方向の値を用いてフィルム厚み１８８μｍの値に換算して表示した。
【００８５】
８、光源モジュールから出光する光の配光角
　変角照度計（ハイランド社製「ＺＥＲＯ－ＯＮＥ」）を用いて、照明器具を駆動方式の
試料台上に、光源モジュールの中心点と試料台の中心点が一致するように設置し、光源モ
ジュールの出光面と照度計受光面との距離：１０００ｍｍ、変角範囲：－９０°から９０
°までを５°ピッチの条件で、赤道線上及び子午線上の２方向について照度の測定を行っ
た。赤道線と子午線との切り替えは、試料台の中心点を通り、かつ試料台に対して垂直な
直線を軸として、試料台を９０°回転させて行った。また、照度の測定は暗室下で行い、
照明器具を点灯後３０分経過後より測定を開始した。得られた両方向の測定角度と照度の
関係図を作成し、それぞれの最大照度の５０％の照度位置が占める角度を幅を求めて、両
方向の角度の小さい方の角度を配光角とした。該配光角は、マイナス側とプラス側の絶対
値の合計角度で求めた。
【００８６】
９、照明器具の照度
　変角照度計（ハイランド社製「ＺＥＲＯ－ＯＮＥ」）を用いて、照明器具を駆動方式の
試料台上に、照明器具の中心点と試料台の中心点が一致するように設置し、照明器具出光
面と照度計受光面との距離：１０００ｍｍ、変角範囲：－９０°から９０°までを５°ピ
ッチの条件で、赤道線上及び子午線上の２方向について照度の測定を行った。赤道線と子
午線との切り替えは、試料台の中心点を通り、かつ試料台に対して垂直な直線を軸として
、試料台を９０°回転させて行った。また、照度の測定は暗室下で行い、照明器具を点灯
後３０分経過後より測定を開始した。そして、角度０°の時の照度を直下照度とした。軸
方向で照度が異なる場合は平均値で表示した。
【００８７】
１０、照明器具の全光束
　変角照度計（ハイランド社製「ＺＥＲＯ－ＯＮＥ」）に付属されている計算ソフトを用
いて、上記の方法で測定した照度のデータから全光束を算出した。
【００８８】
１１、照明器具の最大輝度率
　以下の方法で輝度を測定した。照明器具を二次元３ＣＣＤ色彩輝度計測装置（ハイラン
ド社製「ＲＩＳＡ－ＣＯＬＯＲ／ＯＮＥ－ＩＩ」）の駆動方式の試料台上に、照明器具の
中心点と試料台の中心点が一致するように設置した。そして、照明器具を点灯し、直上か
ら観察し、光源部分の５個の点光源を任意に選び、該光点源の直上位置の輝度を測定した
。なお、点光源の数が５個未満の場合は、全光源について輝度を測定した。輝度の測定は
、二次元３ＣＣＤ色彩輝度計測装置（ハイランド社製「ＲＩＳＡ－ＣＯＬＯＲ／ＯＮＥ－
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ＩＩ」）を用いて行い、輝度が最も大きいものをＬ１とした。また、光拡散部材を設置し
ない場合の輝度を上記二次元３ＣＣＤ色彩輝度計測装置を用いて測定し、その輝度をＬ２
とした。光拡散部材設置時の最大輝度Ｌ１を光拡散部材未設置時の輝度Ｌ２で除して百分
率で表したものを最大輝度率とした。
【００８９】
　なお、光点源のスポットが見える場合は、該スポットの部分の輝度を測定した。しかし
、光拡散部材の拡散度が高い場合は光源スポットの広がりが大きくなり隣の光点源のスポ
ットと重なりスポットが見えなくなる場合がある。その場合は予め光拡散部材を設置する
前の光点源スポットに位置合わせをしておき、その位置の輝度を測定することで光点源の
直上位置の輝度を測定した。該輝度の測定は暗室下で行い、照明器具を点灯後３０分経過
後より測定を開始した。該最大輝度率は、照明器具を直視した時の眩しさの尺度となり、
最大輝度率が大きい方が眩しさが強くなる。１０％以下が好ましい。
【００９０】
（白色反射フィルムの製造方法）
１．白色反射フィルムＡ
［空洞形成剤マスターペレット（M1）の製造］
　溶融粘度１，３００ポイズのポリメチルペンテン樹脂６０質量％、溶融粘度２，０００
ポイズのポリプロピレン樹脂２０質量％、及び溶融粘度３，９００ポイズのポリスチレン
樹脂２０質量％をペレット混合したものを２８５℃に温度調節したベント式二軸押出機に
供給し、混練して空洞形成剤マスターペレット（M1）を製造した。
（尚、溶融粘度は以下のようにして求めた。樹脂温度２８５℃、剪断速度１００／秒にお
ける溶融粘度を、フローテスター（島津製作所製、ＣＦＴ－５００）を用いて測定した。
なお、剪断速度１００／秒での溶融粘度の測定は、剪断速度を１００／秒に固定して行う
ことが困難であるため、適当な荷重を用いて、１００／秒未満の任意の剪断速度および当
該速度よりも大きい任意の剪断速度で溶融粘度を測定し、縦軸に溶融粘度、横軸に剪断速
度をとり、両対数グラフにプロットした。上記の２点を直線で結び、内挿により剪断速度
１００／秒での溶融粘度（単位：ポイズ）を求めた。）
【００９１】
［酸化チタンマスターペレット（M2）の製造］
　極限粘度０．６２のポリエチレンテレフタレート樹脂５０重量％に平均粒径０．３μｍ
（電顕法）のアナタース型二酸化チタン（富士チタン社製：ＴＡ－３００）５０重量％を
混合したものをベント式２軸押出機に供給し、混練りして酸化チタン含有マスターペレッ
ト（M2）を製造した。
（尚、極限粘度は以下のようにして測定した。試料０．２ｇをフェノール／１，１，２，
２－テトラクロルエタン（６０／４０（重量比））の混合溶媒５０ｍｌ中に溶解し、３０
℃でオストワルド粘度計を用いて測定した。単位はｄｌ／ｇ。）
【００９２】
［未延伸フィルムの製造］
　前記空洞形成剤マスターペレット（M1）９重量％、及び前記酸化チタン含有マスターペ
レット（M2）５重量％、極限粘度０．６２のポリエチレンテレフタレート樹脂８６重量％
をペレット混合して真空乾燥を施し、空洞含有ポリエステルA層の原料とした。一方、前
記酸化チタン含有マスターペレット（M2）３０重量％と極限粘度０．６２のポリエチレン
テレフタレート樹脂７０重量％とをペレット混合して真空乾燥を施し、白色ポリエステル
B層の原料とした。これらの原料を別々の押出機に供給し、空洞含有ポリエステルA層と白
色ポリエステルB層とがB／A／Bの順になるよう積層し、厚み比率が１０／８０／１０とな
るようにフィードブロックで接合し、Ｔダイから３０℃に調節された冷却ドラム上に押し
出し、２種３層構成の未延伸フィルムを製造した。このとき、冷却ドラムの反対面には２
０℃に温調した冷風を吹き付け冷却した。
【００９３】
［２軸延伸フィルムの作製］
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　得られた未延伸フィルムを、加熱ロールを用いて６５℃に均一加熱し、周速が異なる２
対のニップロール（低速ロール速度＝１ｍ／ｍｉｎ、高速ロール速度＝３．４ｍ／ｍｉｎ
）間で３．４倍に延伸した。このとき、フィルムの補助加熱装置として、ニップロール中
間部に金反射膜を備えた赤外線加熱ヒータ（定格２０Ｗ／ｃｍ）をフィルムの両面に対向
して設置（フィルム表面から１ｃｍの距離）、加熱した。このようにして得られた１軸延
伸フィルムをテンターに導き、１５０℃に加熱して３．７倍に横延伸し、幅固定して、２
２０℃で５秒間の熱処理を施し、更に２１０℃で幅方向に４％緩和させることにより、厚
み１８８μｍの空洞含有ポリエステル系フィルムを得た。
【００９４】
２．白色反射フィルムＢ
［塗布液（Ｃ１）の製造］
　共重合ポリエステル樹脂として「バイロナール」（登録商標）（ 東洋紡績（株）製）
を固形分で４重量％、末端イソシアネート基を親水性基でブロックした水溶性ウレタン樹
脂として「エラストロン」（登録商標）（ 第一工業製薬（株）製）を固形分で４重量％
、帯電防止剤として「第４級アンモニウムカチオンのエトサルフェート塩」を、前記樹脂
成分に対し７重量％，粒径２μｍのベンゾグアナミン系粒子を４重量％使用し、塗布液（
Ｃ１）を調整した。
【００９５】
［２軸延伸フィルムの作製］
　実施例１と同様の構成となるよう作製した未延伸フィルムを、実施例１と同様にロール
延伸にて一軸延伸した後、上記の塗布液（Ｃ１）を使用し、ワイヤーバーを用いて、一軸
延伸フィルムの両面にそれぞれ湿潤状態で１２ｇ／ｍ２となるように塗布し、７０℃で３
０秒間乾燥させた。さらにテンターにて実施例１と同様に、横延伸、及び熱固定、緩和工
程を経て、厚み１８８μｍのコート層を有する空洞含有ポリエステル系フィルムを得た。
【００９６】
３．白色反射フィルムＣ
［塗布液（Ｃ２）の製造］
　共重合ポリエステル樹脂として「バイロナール」（登録商標）（ 東洋紡績（株）製）
を固形分で2重量％ 、末端イソシアネート基を親水性基でブロックした水溶性ウレタン樹
脂として「エラストロン」（登録商標）（ 第一工業製薬（株）製）を固形分で２重量％
、メラミン系架橋剤であるスミマール（登録商標）Ｍ－５０Ｗ（住友化学製）を固形分で
２重量％、帯電防止剤として「ポリスチレンスルホン酸塩」を、前記樹脂成分に対し１．
２重量％，平均粒径０．２０μｍの炭酸カルシウムを８重量％、平均粒子径３．５μｍの
シリカを４重量％添加し、塗布液（Ｃ２）を調整した。
【００９７】
［積層フィルムの製造］
　上記塗布液（Ｃ２）を、白色反射フィルム（Ａ）の方法に準じて製造した厚み１２５μ
ｍの白色反射フィルムの片面に、ダイコーティング装置にて、乾燥後の厚みが６μｍにな
るように塗布をして１５０℃で乾燥をして巻き取り、白色反射フィルム（Ｃ）を得た。
【００９８】
４．白色反射フィルムD
　白色反射フィルムAで用いた空洞形成剤マスターペレット（M1）に替えて、溶融粘度１
，３００ポイズのポリメチルペンテン樹脂１００質量％からなるペレットを用い、吐出量
を調節し、縦方向及び横方向の延伸工程において、延伸温度を低く、延伸倍率を高く変更
した他は、白色反射フィルムAの製造工程と同様にして白色反射フィルムDを製造した。
【００９９】
５．白色反射フィルムE
　白色反射フィルムAで用いた酸化チタンマスターペレット（M2）に替えて、極限粘度０
．６２のポリエチレンテレフタレート樹脂５０重量％に平均粒径１．２μｍの硫酸バリウ
ム５０重量％を混合したものをベント式２軸押出機に供給し、混練りした硫酸バリウム含
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伸温度を低く、延伸倍率を高く変更した他は、白色反射フィルムAの製造工程と同様にし
て白色反射フィルムＥを製造した。　
【０１００】
（実施例１～３、比較例１及び２）
　東芝ライテック社製のＥ－ＣＯＲＥ（登録商標）ＬＥＤユニットＬＤＦ５Ｎ－ＷＧＸ５
３／２の出光部に嵌め込まれているフレネルレンズを取り外して、ＬＥＤチップが実装さ
れた白色反射塗料で塗装された実装基板のＬＥＤチップ部分及び配線等の突起部分を打ち
抜いた白色反射フィルムＡ～ＥをそれぞれＬＥＤチップ部分及び配線等の突起部分周辺の
実装基板表面に組み込み込んだ（白色反射フィルムA～Cは実施例１～３に各々対応し、白
色反射フィルムD、Eは比較例１、２に各々対応している）。さらに、フレネルレンズを取
り外した光源モジュールの表面に、全光線透過率／平行光線透過率比が１７８の帝人化成
社製のポリカーボネート系樹脂系の光拡散板（パンライト（ＴＭ）６５ＨＬＷ１．５ｍｍ
）を設置し、直下照度および全光束を測定した。測定結果を表１に示す。該光源モジュー
ルの開口角は１４０度で、入光配光角は１１６度であった。
　本発明の範囲を満たすことにより、初めて、白色反射フィルムの剛性が高く、フィルム
を加工する時の取り扱い性に優れており、かつ、発光ダイオード素子の発光により発せら
れる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めることができることがわかる。
　また、実施例１～３、比較例１及び２の評価結果より求めた複合反射率、拡散反射率及
び全光線反射率と直下照度の関係の相関関係を図３～図５に示す。
　複合反射率や拡散反射率は、従来の技術において広く用いられてきている全光線反射率
よりも、直下照度、すなわち、発光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明器具
からの光の取り出し効率との相関性を著しく高めることができることがわかる。
【０１０１】
【表１】

【０１０２】
（実験例１～５）
　実施例２の方法において、照明器具の出光面に設置する拡散部材を表２に示した部材に
変更した場合の照明器具の直下照度及び最大輝度率の評価結果を表２に示す。
　また、表２の評価結果より求めた全光線透過率／平行光線透過率比と直下照度及び最大
輝度率の関係図６を示す。直下照度は極大値がある。一方、最大輝度率は、全光線透過率
／平行光線透過率比は、該数値が小さくなると著しく高くなる。従って、光の照明器具か
らの光の取り出し効率と眩しさを両立するには、全光線透過率／平行光線透過率比に最適
範囲が存在することがわかる。
【０１０３】
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【表２】

【０１０４】
（実験例６）
　実施例２に用いた白色反射フィルム（Ｂ）を実装基板表面に組み込み込んだ各種光源モ
ジュール及び各種光拡散部材を用いた照明器具における照明器具を出光する光の全光束に
対する入光配光角と光拡散部材の全光線透過率／平行光線透過率比との相乗効果の結果を
図７に示す。図７の縦軸は、全光束の変化率を示している。すなわち、それぞれ光拡散部
材を組み込まない場合の全光束の値を１００％とした場合の相対値で表示している。それ
故、光拡散部材の組み込みによる照明器具からの光の取り出し効率の変化の尺度である。
従って、該値が高い程、光の取り出し効率が高いと言える。１００％を超える場合は、拡
散部材の組み込みによりむしろ光の取り出し効率が上がることを示している。入光配光角
が１１６度の実施例１～３において用いた照明器具の場合は、１００％を超える場合があ
る。一般に光拡散部材が設置されると、発光ダイオード素子から発せられる光の一部が、
光拡散部材で反射して照明器具から出光される光量が低下する。いわゆる照明器具からの
光の取り出し効率が低下する。該光の取り出し効率が低下は、光拡散部材に入光する光の
一部が光拡散部材で反射されることにより引き起こされる。該反射された光は、実装基板
方向に向かう。本発明の方法においては、実装基板表面に実装基板用白色反射フィルムが
設置されている。それ故に、光拡散部材で反射された光は、実装基板用白色反射フィルム
で反射されて、再び光拡散部材の方向に放射され、その一部は光拡散部材を通過して照明
器具から出射される。また、その一部は、再び実装基板方向に向かい、再度、実装基板用
白色反射フィルムで反射されて、再び光拡散部材の方向に放射される。該、光拡散部材と
実装基板用白色反射フィルム間の反射作用が繰り返される作用、いわゆる多重反射効果に
より発現されることにより引き起こされていると考えている。本発明の根幹をなす効果で
ある。
【０１０５】
　入光配光角が狭くなるに従い、好ましい全光線透過率／平行光線透過率比の拡散部材を
用いても、光の取り出し効率の低下度が大きくなることがわかる。特に、グレア性の改善
効果を大きく発現するために、光拡散部材の全光線透過率／平行光線透過率比を高めた場
合にその低下度が大きくなる。従って、光の配光角が７０度以上であること、及び、全光
線透過率／平行光線透過率比が１３～２００であることの両者を満たすことは、より好ま
しい実施態様であると言える。
【０１０６】
（実施例４）
　白色反射フィルムＢの表面に導電インクで点灯回路を印刷で形成し、該回路上に導電接
着剤でＬＥＤ素子を１０個ずつ５列で固定し、厚み１ｍｍのアルミ板表面にＬＥＤ素子と
反端面に接着剤で積層貼着をして、特許第４９３７９７３号公報の例１に準じた方法で点
灯した。１時間経過後の白色反射フィルム表面温度は５１度であった。
【０１０７】
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（実験例７）
　実施例４の方法において、直流方式で実施例４と同じ照度になるように点灯した。１時
間経過後の白色反射フィルム表面温度は８５度であった。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明の発光ダイオード素子の実装基板用白色反射フィルムは、見掛け密度が高く、フ
ィルムを加工する時の取り扱い性に優れており、かつ発光ダイオード素子の実装基板の発
光ダイオード素子側の基板面上に組み込むことにより、発光ダイオード素子の発光により
発せられる光の照明器具からの光の取り出し効率を高めることができる。
　また、本発明の発光ダイオード素子の実装基板は、照明器具の発光体として照明器具に
組み込んだ場合に、発光ダイオード素子の発光により発せられる光の照明器具からの光の
取り出し効率を高めることができる。
　さらに、上記の発光ダイオード素子の実装基板を用いることにより、照明器具の光の取
り出し効率を高めることができる。
　従って、産業界への寄与は大きい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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